
工事名

工事場所 泉佐野市　下瓦屋220-1 （別紙位置図参照）

 北部市民交流センター福祉分館の改修工事を行う

    外壁改修・防水改修・トイレ改修・内装（天井、壁、床）　他　

予定工期

設計金額

発注工種

発注形態

令和８年５月１１日から令和８年５月１５日までの間、契約検査課ホームページ（入札・契約情報）に
掲載しますので、ダウンロードして入手してください。もしくは、上記の期間（閉庁日は除く）の午前
９時３０分から午後４時まで契約検査課で配布します。

・審査の結果、選定基準を満たすと認めた申請者には、後日、ＦＡＸ又は電話により、指名を通知しま
す。

※③～⑤については、本年度の入札参加資格登録申請又は変更届において、提出済みで公募申請時も有
効である場合は、提出不要です。

申請書類の提出
方法

・建築一式工事を登録業種としている市内業者でＢランクに属する者で、半年間以上登録しているこ
と。また、主任技術者を建設業法に従い施工現場に配置できる者。

④配置予定主任技術者の雇用を確認できる書面（監理技術者資格者証、住民税特別徴収税額通知書又は
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等の写し）

契約検査課に持参、郵送、又は電子メール(PDFﾌｧｲﾙ）のいずれかの方法で提出することができます。
※メールアドレス：keiken@city.izumisano.lg.jp

・発注工事の該当ランクについて、上位等級に属する者が、下位等級の発注工事の入札参加申請を行え
る回数は、１年度間に２回を限度とします。なおこの場合、申請の取り消しは一切認めません。

申請書類の提出
期限

令和８年５月１５日の午後５時までに契約検査課に提出してください。提出期限を過ぎた申請は、その
理由にかかわらず一切受付けません。

・公共工事の受注者は、下請負契約した時はその金額にかかわらず、発注者に施工体制台帳の写しを提
出しなければなりません。

・経審の審査基準日から１年７ヶ月を経過すると期限切れになりますので、その場合は入札に参加する
ことはできません。

特記事項
・選定基準を満たす申請者が５者未満であるときは、この申請にかかわらず選定基準を満たすと認めら
れる市内もしくは市外登録業者を、等級区分にかかわらず指名することがあります。

注意事項

・審査の結果、選定基準を満たすと認めなかった申請者には、後日、ＦＡＸ又は電話により、その理由
を通知します。

・同時期に２件以上の建設工事の指名業者となった者が、指名中の建設工事のうち１件を落札したとき
は、他の建設工事の指名を取り消します。

関連(附帯)工事の有無 なし

・申請書を受理してから指名通知等を行うまでの間は、申請者等からの問合せには一切答えません。

単体

③配置予定主任技術者の技術者資格者証の写し

申請書類の配布
期間

・申請書類の提出期限の日において、市、泉佐野市水道事業及び泉佐野市下水道事業から受注し、検査
合格通知書の交付を受けていない元請工事（随意契約による工事及び設計金額２００万円以下の小規模
工事並びに、工事請負者の責めによらず前年度から繰り越しされた工事を除く。）が２件以上あるとき
は申請できません。

⑤発注工種に係る総合評定値（Ｐ点）の審査を受けた有効かつ最新の経営事項審査結果通知書の写し

申請できる者

②配置予定主任技術者調書【様式２－２】

公募型指名競争入札予定表
北部市民交流センター福祉分館改修工事

工事概要

申請書類

①公募型指名競争入札参加申請書【様式１】

建築一式工事 

Ｂランク
発注工事の該当
ランク

契約日から令和　９年　３月２６日まで

50,840,000円(税抜)


